
十
《
し二4

本

百
足
首
邸
i

己

杵
恋
う

T
一一一一日』

の
成
書
に
関
す
る

は
じ
め
に

二
十
巻
本
『
捜
神
記
』
巻
一
五
に
み
え
る
「
河
期
郡
男
女
」
は
、

次
の
よ
う
な
話
で
あ
る
(
原
文
は
本
稿
末
{
表
二
参
照
)
。

巡
回
の
武
帝
の
世
、
問
問
郡
に
男
女
の
私
に
悦
び
、
禍
配
適
せ

ん
こ
と
を
許
す
も
の
有
り
。
尋
い
で
闘
力
箪
に
従
い
、
積
年
'
婦
ら

1
r
m

つ

ず
。
女
の
家
箆
め
て
之
を
過
が
し
め
ん
と
欲
す
。
女
行
く
こ
と

せ
ま

を
願
わ
ず
。
父
母
之
に
通
る
。
己
む
を
得
、
ず
し
て
去
く
。
尋
い

で
病
み
て
死
す
。
其
の
男
成
り
よ
り
選
る
。
女
の
在
る
所
を
間

行

M
O
U
H
3

う
。
其
の
家
具
に
之
を
説
く
。
乃
ち
家
に
歪
り
、
之
を
央
し
て

哀
を
紋
べ
ん
と
欲
す
れ
ど
も
、
其
の
情
に
勝
え
ず
、
遂
に
家
を
護

き
、
相
を
開
く
に
、
女
即
ち
蘇
活
す
。
閃
り
て
魚
い
て
家
に
選

る
Q

持
謎
す
る
こ
と
数
日
、
平
復
す
る
こ
と
初
め
の
如
し
。
後
に

土
八
の
開
き
、
乃
ち
往
き
て
之
を
求
む
。
其
の
人
還
さ
ず
し
て
臼

く
、
「
抑
が
婦
己
に
死
す
。
天
下
室
に
死
人
の
復
た
活
く
べ
き
を

考
察

大

橋

賢

関
か
ん
や
。
此
れ
天
の
我
に
賜
う
、
卿
が
婦
に
非
ざ
る
な
り
」
と
。

是
に
於
い
て
相
訟
う
。
郡
鯨
決
す
る
こ
と
能
わ
ず
。
以
て
廷
尉

に
謝
る
。
秘
書
郎
主
導
奏
す
。
「
精
誠
の
歪
り
を
以
て
、
天
地
を

感
ぜ
し
む
。
故
に
死
し
て
更
に
生
く
。
此
れ
常
の
事
に
非
ず
。
常

践
を
以
て
之
を
断
ず
る
を
得
ず
。
請
う
家
を
開
く
者
に
還
さ
ん
い

と
。
朝
廷
其
の
議
に
従
う
。

属
、
釈
道
成
同
法
苑
珠
林
』
巻
九
二
、
北
宋
、
李
肪
明
太
平
御
覧
h

巻
八
八
七
、
同
『
太
平
広
記
一
h

巻
三
七
五
に
は
、
『
捜
神
記
』
か
ら

の
引
用
と
し
て
、
こ
の
話
、
が
引
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
思
仏
記
』
巻

一
六
一
に
は
、
明
珠
林
』
か
ら
の
引
用
と
し
て
、
こ
の
話
が
引
か
れ

て
い
る
。
一
方
、
南
抑
制
、
沈
約
『
宋
書
』
、
及
び
初
鹿
、
房
玄
齢

主
墨
書
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宏
行
志
に
は
、
こ
の
話
と
酷
似
し
た
も
の
が

載
っ
て
い
る
。
な
お
、
八
巻
本
明
捜
神
記
』
に
は
み
え
な
い
。

と

こ

ろ

で

、

に

「

秘

書

郎

主

導

」

と

あ

る

の

に

対

し

、

明

珠

林

』

に

は

な

い

。

か

か

る

諸

本

の

異
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間
を
踏
ま
え
、
李
剣
悶
『
新
輯
捜
神
記
新
輯
捜
神
後
記
b

(

中
華

書
局
、
二

O
O七
年
、
以
下
旬
新
輯
』
と
略
称
)
は
、
こ
の
記
述
が

元
来
な
か
っ
た
、
と
い
う
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
主
導
の
名
、
が
元
来

記
さ
れ
て
い
た
の
か
一
台
か
、
と
い
う
こ
と
か
ら
検
討
し
て
み
た
い
。

な
お
、
同
捜
神
記
』
の
底
本
と
し
て
は
、
明
の
毛
晋
輯
津
逮
秘
書

所
収
二
十
巻
本
を
用
い
た
(
以
下
、
津
逮
本
と
略
称
)
。
捧
逮
本
は
、

明
の
挑
土
葬
と
胡
震
亨
の
手
か
ら
な
る
秘
冊
義
国
所
収
の
明
捜
神

記
加
を
元
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
表
題
に
つ
い
て
は
、
津
速
本
に
な

い
た
め
、
持
逮
本
を
襲
う
情
、
張
海
鵬
輯
学
津
討
原
本
に
よ
っ
た
。

テ
キ
ス
ト
の
異
伺
に
つ
い
て

「
河
期
郡
男
女
」
に
つ
い
て
、
明
珠
林
h

q

御
覧
』

『
宋
志

h
a日
士
山
』
を
見
比
べ
る
と
、
同
制
御
覧
』
『
広
記
』

記
述
は
、

rm林
』
と
ほ
ぼ
一
致
し
、
立
ま
£
は
同
市

一
致
す
る
。
た
だ
、
『
広
記
』
巻
一
二
七
五
は
、
い
ず
れ
の
も
の
と
も

一
致
し
な
い
。
つ
ま
り
、
「
河
関
郡
男
女
」
は
、

rm林
』
系
統
、
『
広

三
七
五
系
統
、
司
宋
志
』
系
統
の
三
撞
の
テ
キ
ス
ト
が
存
在

と
い
え
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
一
二
本
を
用
い
、
比
較
検
討
し
て

及
び
、

一
六
一
の

と
ほ
ぼ

い す
くる

一
部
「
子
宝
「
捜
神
記
」
の
編
纂

七

O
冊
、
一
九
九
八
年
)
は
、
明
捜
神
記
h

(
下
)
」
(
司
東
方
学
報
』

の
成
立
に
つ
い
て
、
挑

秘
冊
議
留
を
編
む
際
に
、
類
最
一
聞
な
ど
を

用
い
て
『
捜
神
記
』
の
復
元
作
業
、
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
想
像

し
て
い
る
(
一

O
八
頁
)
。
ま
た
、
明
人
、
が
類
審
な
ど
の
引
引
用
文
を

集
め
て
司
捜
神
記
h

を
復
元
す
る
際
、
何
か
元
に
な
る
古
い
『
捜
神

記
』
の
テ
キ
ス
ト
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
基
礎
に
し
つ
つ
、
関
連
が
あ

り
そ
う
な
部
分
に
、
供
文
を
付
加
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
い

う
疑
問
を
提
示
し
た
上
で
、
最
終
的
に
は
二
十
巻
本
全
体
の
構
成
や
、

話
の
配
列
順
序
な
ど
も
明
人
の
手
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
と
結
論
守
つ
け

て
い
る
(
間
前
、
一
一

O

j
一
…
一
一
員
)
。
こ
の
推
定
が
正
し
い
と

す
れ
ば
、
あ
る
話
が
二
十
巻
本
に
収
載
さ
れ
る
場
合
、
干
宝
に
時
代

が
よ
り
近
い
類
審
を
襲
う
は
ず
で
あ
る
。
「
湾
問
郡
男
女
」
で
言
え
ば
、

『
捜
神
記
h

と
し
て
引
用
さ
れ
る
も
の
の
中
で
は
、
司
珠
林
』
に
引
か

れ
て
い
る
も
の
が
、
最
も
古
い
。
従
っ
て
、
明
人
が
再
編
集
す
る
際
一

に
は
、
同
珠
林
』
所
引
の
『
捜
神
記
』
を
土
台
と
す
る
は
ず
だ
ろ
う
。

確
か
に
、
捧
逮
本
と
『
珠
林
』
を
比
べ
る
と
、
「
秘
書
郎
王
導
」
は
、

明
宋
志
』
な
ど
に
よ
っ
て
付
加
さ
れ
た
か
に
み
え
る
。
、
が
、
間
者
を

仔
細
に
比
較
す
る
と
、
「
河
問
郡
男
女
」
は
必
ず
し
も
『
珠
林
』
を

元
に
し
つ
つ
、
『
広
記
』
巻
一
二
七
五
と
司
宋
士
ど
を
用
い
て
再
編
さ

れ
た
の
で
は
な
い
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。
以
下
、
本
論
末
の
{
表
ニ

を
参
照
し
つ
つ
、
四
者
の
関
係
を
検
討
す
る
。

ま
ず
、
『
宋
志
』
と
、
津
逮
本
と
の
異
な
る
点
を
押
さ
え
て
お
く
。

の
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細
か
い
点
で
は
、
と
い
う
時
代
、
「
梁
閤
」
と
い
う
場
所

の
違
い
の
ほ
か
、
で
は
、
男
、
が
従
軍
し
た
場
所
が
「
長
安
」

と
明
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
。
ま
た
、
話
の
筋
の
違
い

と
し
て
は
¥
「
己
受
礼
熔
」
と
あ
っ
て
、
従
軍
す
る
守
前
に
男
が
女
と

略
式
な
が
ら
結
婚
し
て
い
た
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
従
軍
し
た
男
は

「
夫
」
と
、
後
か
ら
結
婚
し
た
男
は
「
婿
へ
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
こ
と
は
、
李
剣
国
氏
の
「
思
う
に
司
宋
志
』
の
こ
の
記
述
は
、
別

に
拠
る
所
が
あ
り
、
元
来
本
中
部
聞
に
拠
っ
た
も
の
で
は
な
い
(
《
宋
志
》

所
記
此
事
当
別
有
所
拠
、
非
本
本
書
)
」
(
『
新
輯
』
一
一
一
五
八
頁
)
と

い
う
指
摘
が
、
妥
当
で
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
る
。
以
上
を
踏
ま
え
、

テ
キ
ス
ト
の
系
統
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

[
司
捜
神
一
記
加
に
よ
る
テ
キ
ス
ト

i

r
昧
林
』
↓
『
御
覧
』
↓
明
広
記
b

巻
二
ハ
一

一
日
『
応
記
』
巻
三
七
五

nu

出
典
不
明
の
テ
キ
ス
ト

『宋十一心
h

i

↓
立
同
士
ぽ

仮
に
明
人
が
再
一
編
集
し
た
際
、

rm林
』
を
元
に
し
て
い
た
と
し

よ
う
。
す
る
と
、
棒
逮
本
に
は
、
元
の
文
が
書
き
換
え
ら
れ
た
例
の

他
に
、
省
略
さ
れ
た
例
、
付
け
加
え
ら
れ
た
例
が
み
え
て
く
る
。
以

下
、
煩
を
厭
わ
ず
、
各
例
と
改
作
さ
れ
た
根
拠
の
有
無
に
つ
い
て
列

る
。
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
博
連
本
の
記
述
を
、
次
に

『
珠
林
』
の
記
述
を
示
、
す
。
ま
た
、
改
作
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、

そ
の
根
拠
に
対
す
る
筆
者
の
考
え
を
示
す
。

(1)
書
き
換
え

①
河
問
問
郡
有
男
女
鉱
悦
?
湾
問
郡
有
男
女
繍
悦
(
根
拠
不
明
。
)

②
第
百
男
従
軍
?
銃
部
男
従
軍
(
恨
拠
日
明
宋
士
山
知
「
簿
市
其
夫
」
。
)

府
寝
↑
父
字
紙
滑
川
川
家
判
別
適
応
《
(
根
拠
H

q
宋
士
山
』
「
女
家

「
欲
」
「
之
」
の
根
拠
不
明
。
)

(
根
拠
日
目
広
記
b

(
恨
拠
リ
『
広
記
』

の
根
拠
不
明
。
)

⑥
女
郎
蘇
活
?
即
時
明
解
活
(
根
拠
H

(
根
拠
日
明
広
記
』~

(
根
拠
H

明
広
記
』

(
根
拠
日

明
広
記
』

一「
阻
プコ
し一

「
女
即
蘇
活
」
。
)

3
木士、ど
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⑫
欲
央
之
紋
哀
冊
一
小
勝
其
情
↑
始
始
欲
央
之
叙
哀
而
仰
い
一
小
勝
其
情

(
恨
拠
日
明
広
記
』
「
欲
明
判
定
数
表
誠
一
本
勝
英
情
」
。
)

(
3〉
付
け
足
し
(
い
ず
れ
も
司
珠
林
』
に
記
載
な
し
。
)

⑬
女
不
願
行
、
父
母
通
之
、
不
得
己
市
去
。
(
根
拠
日
『
広
町

「
不
線
記
街
去
」
。
)

(
恨
拠
日
明
広
記
』
『
宋
士
官

⑬
問
女
所
在
、
其
家
具
説
之
。

一
生
岳
、
務
減
数
数
之
O

L

)

⑮
女
即
蘇
活
。
(
根
拠
日
『
志
記
』

⑮
平
復
如
組
。
(
根
拠
不
明
。
)

⑫
朝
廷
従
其
議
。
(
根
拠

H

r

f

)

な
お
、
上
記
以
外
に
、
「
子
」
と
「
於
」
、
「
家
」
と
「
塚
」
と
い

う
字
形
の
速
い
が
あ
る
こ
と
を
付
一
一
一
目
し
て
お
く
。

上
記
の
う
ち
、
①
③
⑤
@
一
⑪
の
例
に
つ
い
て
は
、
現
存
す
る
テ
キ

ス
ト
と
比
較
検
討
し
て
も
、
基
づ
く
所
が
判
然
と
し
な
い
。
各
項
目

に
つ
い
て
改
め
て
考
え
て
み
よ
う
。
①
に
つ
い
て
は
、
諸
本
で

「
栴
」
に
作
る
の
を
、
津
逮
本
は
「
私
」
に
作
る
が
、
強
い
て
言
え

ば
二
学
の
字
形
が
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、
伝
写
の
誤
り
と
い
え
る
か

も
し
れ
な
い
。
③
に
つ
い
て
は
、
諸
本
で
「
以
」
「
人
」
と
な
っ
て

い
る
の
を
、
時
速
本
は
「
欲
」
「
之
」
に
作
る
。
こ
れ
ら
に
関
し
て
は
、

話
写
の
誤
り
と
考
え
ら
れ
ず
、
津
逮
本
だ
け
が
、
こ
の
よ
う
に
作
る

理
由
が
判
然
と
し
な
い
。
⑤
に
つ
い
て
『
広
記
』
が
「
夫
」
に
作
る

の
に
対
し
、
「
男
」
に
改
め
て
い
る
の
は
、
話
の
筋
か
ら

し
て
、
従
軍
し
た
男
を
「
失
」
と
呼
ぶ
の
に
は
樹
齢
が
生
じ
る
か
ら

だ
ろ
う
。

2
比一一一昨
b

が
「
夫
」
に
作
る
の
は
、
話
の
筋
が
異
な
る
『
宋

t
S
の
記
述
が
反
映
さ
れ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
⑨
に
つ
い
て
は
、

諸
本
で
「
理
」
に
作
る
の
を
、
持
逮
本
は
「
鵡
」
に
作
る
が
、
こ
の

浬
由
も
判
然
と
し
な
い
。
『
珠
林
』
の
「
非
積
之
所
庭
」
と
何
ら
か

の
関
係
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
⑧
の
「
如
初
」
は
、
持
逮
本
に

し
か
な
い
。
こ
の
こ
字
が
無
く
て
も
話
の
筋
は
通
じ
る
が
、
津
逮
本

に
だ
け
記
さ
れ
て
い
る
理
由
は
不
明
と
一
一
一
一
口
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

李
剣
霞
論
と
そ
の
検
討
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李
剣
田
氏
は
、
二
十
巻
本
町
捜
神
記
』

(
H
津
逮
本
)
の
問
題
に

つ
い
て
、
十
四
項
目
に
分
類
し
、
そ
の
賓
を
同
捜
神
記
』
を
再
編
し

た
挑
土
葬
と
胡
震
亨
に
負
わ
せ
て
い
る
。
先
に
検
討
し
た
例
に
つ
い

て
は
、
(
八
)
他
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
妄
り
に
供
文
原
文
を
改
め

る
(
拠
他
書
妄
改
侠
文
原
文
)
、
(
十
)
意
の
ま
ま
字
を
増
や
す
(
随

意
増
益
文
字
)
の
二
項
、
が
該
当
す
る
(
司
新
輯
』
八
六
j

一
O
O頁)。

李
剣
愚
氏
は
、
(
十
)
に
当
た
る
例
と
し
て
、
現
行
本
町
捜
神
記
b

巻
一
六
「
蘇
蛾
」
の
「
然
寿
為
悪
首
」
を
挙
、
げ
、
「
首
」
の
字
が
諸

本
に
な
い
こ
と
、
襲
寿
一
人
だ
け
が
人
を
殺
し
た
の
だ
か
ら
、
「
悪

首
」
と
は
一
一
一
一
向
え
な
い
従
っ
て
妄
り
に
字
、
が
付
け
加
え
ら
れ
た
の
だ



と
判
断
し
て
い
る
。
ま
た
、
向
巻
「
秦
臣
伯
」
の
「
鬼
動
作
不
得
」

を
挙
げ
、
「
鬼
」
字
が
『
広
記
』
巻
一
一
二
七
に
は
無
い
か
ら
、
後
世

付
け
加
え
ら
れ
た
の
だ
と
判
断
し
て
い
る

ρ

先
に
挙
げ
た
⑮
の
例
は
、

李
剣
臨
氏
の
基
準
か
ら
す
る
と
(
十
)
〆
に
該
当
し
、
そ
の
理
由
は

「
秦
包
伯
」
と
質
を
同
じ
く
す
る
だ
ろ
う
が
、
結
局
は
書
き
添
え
ら

れ
た
必
然
性
が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
(
八
)
に
関
し
て
は
、
「
河
間

郡
男
女
」
を
引
き
、
「
王
導
」
の
改
作
を
例
に
挙
げ
、
現
行
本
に
は

『
宋
土
佐
主
主
と
に
よ
り
、
誤
っ
て
改
変
さ
れ
た
個
所
が
多
い
と
指

摘
す
る
。
本
鰐
「
河
間
郡
男
女
」
控
六
に
記
さ
れ
た
氏
の
考
誌
を
ま

と
め
る
と
、
主
導
の
生
卒
年
は
三
三
九
j
二
七
六
年
で
(
長
阻
害
』

王
導
伝
に
よ
る
)
、
武
滞
在
世
時
に
秘
書
郊
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

立
問
書
』
劉
寒
伝
と
恵
帝
紀
に
よ
る
と
、
主
導
が
秘
書
部
と
な
っ
た

の
は
、
東
帝
の
永
歳
前
後
に
間
違
い
な
い
。
『
宋
士
心
』
の
記
述
に
樹

齢
は
な
い
が
、
二
十
巻
本
、
が
司
宋
志
』
主
主
ど
に
よ
っ
て
「
廷
尉
」

を
「
秘
書
郎
主
導
」
に
書
き
換
え
る
の
は
甚
だ
し
い
誤
り
だ
、
と
結

論
づ
け
て
い
る
(
『
新
輯
』
三
五
八
頁
)
。

史
書
を
踏
ま
え
た
氏
の
考
証
は
、
妥
当
性
が
あ
る
よ
う
に
忠
わ
れ

る
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
先
の
諸
本
の
系
統
分
析
を
踏
ま
え
る
と
、

全
て
の
問
題
を
解
決
す
る
と
は
一
一
一
一
向
い
難
い
。
「
河
間
郡
悶
力
武
」
に
限

っ
て
言
え
ば
、
仮
に
明
人
が
諸
本
か
ら
再
編
集
し
た
の
だ
と
す
れ
ば
、

津
述
本
は
、
『
珠
林
h

を
元
に
し
た
と
い
う
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
も
、

か
な
り
按
雑
な
改
作
を
経
た
こ
と
に
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
「
如
初
」

な
ど
説
明
が
つ
か
な
い
付
け
加
え
が
残
っ
て
し
ま
う
。

李
剣
田
氏
は
、
津
逮
本
の
成
立
を
、

『
珠
林
h

系
統

明
広
記
』
巻
三
七
五
系
統

、
寸

J 

担
本

別
本

と
み
な
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
以
上
の
分
析
結
果
を
踏
ま
え
る
と
、

現
存
し
な
い
テ
キ
ス
ト
↓
津
逮
本

『
珠
林
h

系
統

巻
三
七
五
系
統

i 

津
逮
本

↓ 

i 

¥ d 

、
ネE
本

J 

別
本

と
い
う
過
程
が
あ
っ
た
と
考
え
る
の
も
、
不
自
然
で
は
な
く
な
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
諸
本
の
分
析
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
よ
う
に
考

え
る
こ
と
が
、
最
も
自
然
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
次
に
、
こ
う
し
た

考
え
方
の
妥
当
性
を
は
か
る
た
め
に
、
「
河
関
郡
男
女
」
以
外
の
諸

本
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

(110) 

↓ 
『
珠
林
』
『
広
記
』
及
び
『
宋
士
山
』
豆
皐
記
所
収
誌
の
検
討

在
紹
機
『
捜
神
記
』
(
中
華
器
局
、
一
九
七
九
年
)
に
よ
り
、
明
珠

林
b

司
広
記
』
及
び
『
宋

t
s
s同
士
山
』
に
同
様
の
誌
が
引
か
れ
て
い

(
l
)
 

る
も
の
を
調
べ
る
と
、
全
部
で
ト
ニ
条
み
つ
か
る
。
各
性
一
簡
を
分
類



す
る
と
、

(
1
)
 

次
の
よ
う
に
な
る
(
作
品
番
号
は
在
本
に
よ
る
)
。

ほ
ぼ

rm林
b

を
踏
襲
す
る
も
の

H
Z
0
・一八一一・一八六・一夫・一一…
0
・z
一
手
一
一
一
五
七
(
七
条
〉

(
2
)
町
昧
林
加
と
別
な
テ
キ
ス
ト
を
つ
ぎ
足
し
た
も
の刊

行
一
八
四
(
一
先
木
〉

(
3
)
『
珠
林
加
の
記
述
が
二
条
に
分
割
さ
れ
て
い
る
も
の

日
一
八
四
・
一
九
五
(
一
一
文
木
)

(
4
)
諸
書
の
テ
キ
ス
ト
を
任
意
に
複
数
用
い
て
い
る
も
の

日一…一一一・一吉一一・四一一芸(一二条「}

(
1
)
は
、
津
逮
本
の
記
述
、
が
、

rm林
』
所
引
の
話
と
ほ
ぼ
一
致

す
る
例
で
あ
る
。
一
セ
O

「
燕
巣
生
腐
」
に
つ
い
て
言
え
ば
、
津
逮
本

に
は
、
「
未
央
官
中
」
及
び
「
今
興
起
宮
室
、
市
鵠
来
巣
」
と
い
う

明
珠
林
』
に
な
い
記
述
が
あ
る
が
、
前
者
は

Z
Eと
か
ら
、
後
者

は
円
宋
企
ど
か
ら
補
わ
れ
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

(
2
)
に
つ
い
て
。
一
八
四
「
両
足
虎
」
は
、
前
半
が

rm林
』
か
ら
、

後
半
が
か
ら
引
用
さ
れ
て
い
る
例
で
あ
る
。
な
お
、
『
珠

林
』
に
は
後
半
部
分
に
る
記
載
が
な
い
。
前
半
の
記
述
は

明

疎

林

』

一

致

し

て

い

る

。

に

よ

る

緩

半

部
分
に
は
、
一
見
し
て
か
ら
引
用
さ
れ
て
い
る
と
判
断
で

き
る
が
、
「
河
間
玄
関
獲
以
献
」
を
欠
く
と
い
う
大
き
な
違
い
が
あ
る
。

ま

た

、

津

逮

本

は

の

「

丙

一

民

」

を

に

、

「

兵

乱

」

を
「
兵
革
」

類
話
は
、
口

記
載
は
な
く
、

か
ら
な
い
。

(
3
)
に
つ
い
て
。
先
に
触
れ
た
よ
う
に
一
八
四
は
、
『
珠
林
』
の
話
が
、

津
逮
本
で
は
ご
条
に
わ
か
れ
て
い
る
が
、
同
じ
く
一
九
五
「
一
身
ニ
体
」

に
該
当
す
る
『
妹
林
』
の
話
は
、
一
九
五
?
と
こ
一
ご
の
二
条
に
分
割
さ
れ
て

い
る
(
{
表
二
)
'
参
照
)
。
一
室
は
、
「
有
」
字
を
脱
し
て
い
る
こ
と
、

ま
た
づ
脅
悪
懐
之
世
」
が
立
雲
仙
』
同
様
「
恵
帝
之
世
」
に
、
「
亦

能
雨
幸
」
が
『
宋
志
b
E
2
2
向
様
「
亦
能
雨
用
人
道
」
に
な
っ

て
い
る
と
い
う
違
い
は
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
司
珠
林
h

に
よ
っ
て

い
る
。
一
方
、
分
割
さ
れ
た
を
一
一
は
、
本
文
が
複
雑
に
入
り
組
ん
で

い
る
。
こ
の
誌
は
、
前
半
は
陰
部
、
が
腹
に
あ
る
女
に
つ
い
て
、
後
半

は
陰
部
が
首
に
あ
る
女
に
つ
い
て
、
各
々
そ
の
住
居
と
性
質
、
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
が
、
明
珠
林
』
で
は
、
前
半
の
女
だ
け
が
取
り
あ
げ
ら
れ
、

そ
の
住
居
と
性
質
は
後
半
の
女
の
話
に
な
っ
て
い
る
。
司
宋
士
ど
で
は
、

を
「
於
」
に
作
る
。
後
半
の

に
も
載
る
が
、
こ
れ
ら
の
記
述
を
改
め
ら
れ
る

「
河
問
郡
男
女
」
同
様
、
書
き
換
え
の
根
拠
、
が
み
つ

に
作
る
。

ま
た
、

(111) 

円
易
祇
』
を

と
ほ
ぼ
一

前
半
部
が
曹
に
分
割
さ
れ
て
お
り
、
共
に
末
尾
に
京
一
廓

引
く
。
津
逮
本
は
、
両
方
の
女
の
話
を
載
せ
る
立
田
志

致
す
る
が
、
畳
間
志
』
で
「
渡
在
揚
川
」
「
性
亦
淫
」
と
な
っ
て
い
る

の
を
、
明
珠
林
』
向
様
、
「
居
在
揚
州
」
「
亦
性
好
淫
」
に
作
る
。
た
だ
、

「
亦
性
好
淫
」
に
樹
附
し
て
は
、
津
逮
本
は
を
「
揮
」
に
作
り
、



か
つ
『
珠
林
』
に
あ
る
「
色
」
字
を
脱
し
て
い
る
。

妖
』
の
引
用
は
、
で
は
な
く
、
『
珠
林
』

ザ令。

ま
た
、
京
一
廓
『
易

と
完
全
に
一
致
す

(
4
)

に
つ
い
て
。
先
の
一
一
一
一
一
の
ほ
か
、
一
一
一
O
{
一
及
び
四
一
一
一
七
が
あ
る
が
、

臓
を
追
っ
て
検
討
す
る
の
一
一
一
O
一
一
は
、
恵
帯
一
見
康
年
間
、
璃
氏
が
地
中

か
ら
犬
を
掘
り
起
こ
し
た
部
分
、
太
興
年
間
、
太
守
張
慾
が
犬
を
見

つ
け
た
部
分
、
時
間
十
一
チ
』
ほ
か
二
番
の
引
用
部
分
と
い
う
一
ニ
段
か
ら

な
る
(
{
表
一
一
…
)
参
照
)
。
全
体
と
し
て

rm林
』
を
襲
っ
て
い
る
よ

う
だ
が
、
仔
細
に
み
る
と

rm林
』
と
異
な
る
部
分
が
い
く
つ
か
あ

る
。
こ
の
う
ち
、
一
段
自
は
ほ
ぼ

rm林
』
及
び
司
広
記
』
と
一
致

す
る
が
、
「
畑
出
盤
縫
い
庇
」
「
ん
八
」
は
、
い
ず
れ
に
も
載
っ
て
い
な
い
。

ま
た
、
搾
逮
本
は
「
費
有
物
」
に
作
る
が
、
『
珠
林
h

で
は
「
資
如
物
」

に、

T
h同
一
記
』
で
は
「
箆
如
荷
物
」
に
作
り
、
律
逮
本
に
一
致
す
る

も
の
は
な
い
。
冒
頭
は
、
津
逮
本
は
『
珠
林
』
と
毘
九
な
り
、

に
…
致
す
る
。
た
だ
、
完
全
に
一
致
し
て

ご
は
、
い
ず
れ
に
も
裁
ら
な
い
。
ま
た

の
「
見
」
字
を
脱
し
、
津
逮
本
が
「
淋
」

い
も
あ
る
。
三
段
目
に
一
致
す
る
も
の

完
全
に
は
一
致
し
て
お
ら
ず
、
「
賀
」

向
車
」
を
「
型
商
」
に
、
「
炉
問
作
」
を

に
作
る
と
い
が
あ
る
。
「
作
」

む
し
ろ

J 字はを
耳石~ .I叫

イヒ.Ir 明 「

」力1] 珠 j末

にセ bL
て し作
いかる
るなと

をこいい
でつとが
j託、
し一

と
「
成
」
に
つ
い
て
は
伝
写
の
誤
り
の
可
能
性
が

一
方
「
頁
」
が
加
わ
る
根
拠
は
不
明
で
あ
る
ο

ま
た
、
『
准

は
、
漢
の
割
安
『
准
南
高
畢
術
』
一
巻
を
指
す
だ
ろ
う
か

ら
(
『
騎
士
ど
子
部
、
五
行
類
に
載
る
)
、
津
逮
本
は
書
名
を
誤
っ
た

ま
ま
載
せ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
仮
に
『
珠
林
』
に
基
づ
い
て
い
た

へ
2
)

と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
誤
り
、
が
生
じ
る
は
ず
が
な
い
だ
ろ
う
。

四
一
一
一
七
「
王
周
南
」
は
、
鼠
が
支
局
南
に
死
を
予
言
す
る
話
で
あ
る

(
(
表
白
}
参
照
)
。
津
逮
本
は
、
明
珠
林
』
に
拠
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、

部
分
的
に
『
広
記
知
(
出
典
は

J
山
{
明
録
』
)
や
『
宋
士
ど
に
よ
っ
て

捕
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
中
に
津
逮
本
に
し
か

な
い
記
述
、
が
あ
る
。
「
須
出
火
復
出
」
は
、
『
珠
林
』
は
「
斯
須
復
出
」

に
、
ヱ
木
忠
』
は
「
斯
須
更
山
山
」
に
作
る
。
な
お
、
『
広
司
法
に
は
該

当
個
所
の
記
述
、
が
な
い
。
ま
た
「
関
不
腔
死
」
に
つ
い
て
は
、
明
珠

林
』
『
広
記
』
『
宋
志
』
い
ず
れ
も
、
「
汝
不
感
」
に
作
る
。
末
尾
は
、

津
逮
本
は
明
広
記
h

に
ほ
ぼ
拠
っ
て
い
る
の
だ
が
、
奇
妙
な
の
は
最

後
に
ご
宇
」
の
二
字
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
詩
句

は
諸
本
に
な
い
ば
か
り
か
、
津
逮
本
を
襲
う
学
津
討
原
本
に
も
な
く
、

託
氏
の
校
記
に
も
指
摘
は
な
い
。
な
お
、
津
逮
本
、
が
「
郎
失
衣
冠
所

在
。
就
説
之
、
無
異
一
宇
」
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、

林
』
は
「
部
失
問
南
捷
卒
、
取
視
、
慎
如
常
鼠
」

T
J
)
 

お

り

、

結

末

で

死

ん

で

い

る

。

あと
る「
が化

(112) 

と
な
っ
て



ま
と
め

前
節
の

(
4
)
の
検
討
か
ら
、
津
逮
本
に
し
か
み
る
こ
と
の
で
き

な
い
記
述
、
が
確
か
め
ら
れ
た
。
仮
に
津
逮
本
が
明
珠
林
』
な
ど
に
基

づ
き
、

J
U神
記
b

が
再
構
築
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ

ら
の
記
述
は
、
明
人
が
書
き
換
え
た
り
、
付
け
加
え
た
り
、
削
っ
た

り
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
仮
説
が
正
し
い
な
ら
ば
、
明
人
は
意
味

の
な
い
改
作
を
多
数
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
当
然
、
改
作
す
る
に

は
、
何
ら
か
の
意
図
が
働
く
は
ず
で
あ
る
。
が
、
こ
れ
ま
で
み
て
き

た
よ
う
に
、
書
き
換
え
に
つ
い
て
は
、
伝
写
の
誤
り
と
み
な
し
得
る

も
の
も
あ
っ
た
が
、
付
け
加
え
や
、
省
略
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、
大

き
な
意
味
を
な
さ
な
い
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
意
関

的
に
明
人
が
書
き
換
え
た
と
考
え
る
よ
り
も
、
津
逮
本
は
、
現
在
見

ら
れ
ぬ
テ
キ
ス
ト
に
、
準
じ
て
い
た
、
と
考
え
る
の
が
自
然
で
は
な
か

ろ
う
か
。
無
論
、
そ
れ
は
『
捜
神
一
一
一
札
』
全
体
に
亙
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
ろ
う
。
が
、
部
分
的
な
が
ら
も
現
存
し
な
い
『
捜
神
記
』
の
記

述
を
用
い
て
い
た
こ
と
を
、
こ
れ
ら
の
記
述
は
表
し
て
い
る
と
思
う
。

二
十
巻
本
『
捜
神
記
』
の
改
作
、
が
、
全
て
明
人
の
手
か
ら
な
り
、

原
常
一
間
に
一
近
い
の
は
『
珠
林
』
所
収
の
も
の
だ
と
い
う
、
李
剣
国
氏
の

見
解
は
、
改
め
て
検
討
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
課
題
な
の
で
あ
る
。

、玉
(
1
)
校
本
は
学
津
一
討
原
本
を
底
本
と
す
る
。
ま
た
、
『
捜
紳
記
』
と
し

て
引
用
さ
れ
て
い
る
も
の
は
「
本
憐
見
某
々
」
と
、
類
誌
が
引
用
さ

れ
て
い
る
も
の
は
「
本
事
毘
某
々
」
と
記
し
分
け
て
い
る
。
『
宋
志
h

s豆
ど
で
は
、
明
捜
神
記
』
か
ら
引
用
し
た
と
明
示
さ
れ
て
い
な
い

の
で
、
い
ず
れ
も
後
者
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

(2)
こ
の
認
は
立
問
中
興
番
』
星
川
郡
志
』
『
一
生
一
止
提
山
志
』
円
玉
峯
志
』

主
八
中
一
一
一
法
『
現
邪
代
酔
鰐
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
ど
れ
も
神
速

本
の
記
述
を
裏
付
け
る
も
の
拡
な
い
。

(
3
)
こ
の
話
は
『
捜
神
記
』
の
引
用
と
し
て
、
『
北
堂
書
紗
』
巻

}
五
八
、
明
制
御
覧
』
巻
八
八
五
・
九
九
一
、

S
Z文
類
別
探
』
巻
九
五
に
の

り
、
ま
た
明
太
平
褒
字
記
』
巻
こ
に
は
『
列
山
内
伝
』
の
引
一
周
と
し
て

の
っ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
も
、
樟
逮
本
が
拠
っ
た
と
み
立
し
得
る

記
述
は
な
い
。
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{
掲
載
表
の
凡
例
〕

畿
一
打
棒
逮
秘
番
本
だ
け
に
あ
る
部
分
。

場
二
重
鵠
線
引
津
逮
秘
書
本
の
文
字
と
異
な
る
部
分
。

{
表
ニ
三
六
O
「
河
間
郡
男
女
」

〈
津
逮
秘
書
本
巻
一
五
〉
〈
主
的
苑
珠
林
い
巻
九
二
〉
〈
門
太
平
広
記
い
巻
三
七
五
〉
〈
「
宋
志
同
〉

日
一
間
武
帝
世
、
河
問
郡
有
男
女
…
秘
ニ
脅
武
帝
世
、
河
関
郡
有
男
女
樹
膏
武
帝
時
、
河
関
有
男
女
柑
悦
、
一
忠
一
回
悪
帝
世
、
梁
閣
女
子
許

悦
、
許
相
配
迫
。
等
市
田
町
従
中
阜
、
一
悦
、
許
相
配
適
o

M

m

而
男
従
軍
積
年
O

許
栂
配
適
。
荷
男
従
事
、
積
年
不
偶
向
。
一
嫁
、
己
受
鵡
婚
、
尋
市
其
夫
成
長

積
年
不
締
。
女
家
車
総
一
浩
一
辺
~
女
一
父
母
以
女
別
通
人
、
無
幾
市
憂
死
」
女
家
更
凶
適
パ
パ
、
女
不
願
行
、
父
一
安
、
紹
年
不
帰
。
女
家
更
は
適
及
、

不
服
行
、
父
母
遁
之
、
不
得
己
市
去
J

男
選
悲
痛
、
乃
至
捌
所
。
始
欲
英
一
母
逼
之
、
市
去
。
尋
病
死
。
其
誠
一
女
不
鮒
行
、
其
父
母
逼
強
、
不
得

尋
病
死
。
並
(
間
均
成
迷
。
間
女
一
山
一
之
、
救
{
泉
市
日
。
不
勝
其
情
、
遂
一
成
選
。
間
女
所
在
。
其
家
具
説
之
。
一
己
而
去
。
尋
得
病
亡
。
後
其
夫
選
。

生
。
其
家
具
説
之
。
乃
宅
家
。
欲
一
議
塚
、
開
棺
、
即
時
鯨
活
。
国
一
乃
至
家
。
欲
央
之
叙
哀
、
市
不
勝
一
間
女
所
在
、
其
家
具
説
之
。
其
夫

央
之
紋
哀
、
市
不
勝
其
摘
、
滋
畿
一
負
還
家
、
持
獲
数
日
、
平
復
。
其
一
情
、
遂
護
家
、
関
相
、
女
郎
蘇
活
。
一
倍
至
女
墓
、
不
勝
哀
靖
、
寵
護
家
、

家
、
開
械
、
女
郎
蘇
活
。
間
負
選
一
夫
、
乃
往
求
之
、
其
人
不
還
日
「
郷
一
国
負
選
家
、
特
養
平
復
。
後
対
問
、
一
関
棺
、
女
遂
活
。
国
間
関
倶
蹄
。
後

家
、
特
養
数
日
、
平
俊
一
如
初
吋
後
一
姉
己
死
、
天
下
畳
間
死
人
可
復
活
一
乃
諸
官
争
之
。
郡
懸
不
能
決
、
以
一
婿
関
之
、
詣
官
争
之
、
所
在
不
能
決
。

夫
閥
、
乃
往
求
之
、
共
人
不
選
臼
「
卿
一
耶
。
此
天
間
開
我
、
非
蹄
婦
由
。
」
於
一
一
誠
廷
尉
。
奏
以
「
精
誠
之
至
、
感
一
秘
書
郎
王
導
議
日
「
此
是
非
常
事
、

姉
己
死
、
天
下
畳
間
死
人
可
復
活
一
是
相
訟
。
郡
綜
不
能
決
、
以
轍
延
期
」
州
仰
天
地
、
故
死
而
窓
生
、
刷
用
非
常
事
、
一
不
得
以
常
躍
断
之
、
宣
選
前
夫
。
」

耶
。
此
天
賜
我
、
非
郷
婦
由
。
」
於
一
廷
尉
義
以
「
精
誠
之
至
、
感
胤
天
地
」
一
小
得
以
常
瑚
断
。
詩
還
問
問
補
者
。
」
一
朝
廷
従
其
議
。

是
相
訟
。
抑
制
料
不
能
決
、
以
繍
廷
一
故
死
市
更
生
、
在
常
弾
一
之
外
、
非

尉
。
秘
書
郎
主
導
奏
以
「
精
誠
之
主
ゴ
脳
之
所
底
、
刑
之
所
裁
。
断
以
遠

感
汁
天
地
、
故
死
布
一
一
県
生
、
此
非
一
開
制
偶
者
。
」

常
事
、
不
得
以
常
一
地
断
之
。
務
還

問
家
者
。
」
朝
廷
従
其
様
。
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{表ニ〕

一
九
五
ご
身
ニ
体
で
M
M
4

「
太
興
初
女
子
」

)一 科天下大日居宿例揚 興太制

加下負 子。 手茎5μ1 Z 子、
(一 兵天下社 亦能雨 有格へ京

L (ー 則天下封事陰在幸町岩肯 姦陰首 江東。其在l陰麗 2九2出男 ji人帯耳一身
一 l~IJ 易其:

」無1宅則天貰陰在モミ腹1在4首雪中
主市怒1Z蹴M主 而尤好娘天。j有女男身l市二 督悪懐之世

/'. 

1震2 下尋石 問1盤1思弄場在州居 間

在明若天下大 2必日ョ2 李又有
下兵蹴 鱒、京箔有人

巻四

由 亦能繭幸
'-./ 

自天下Ij若在腹生人号性亦好樹其陰
女男 一

有天下事、 在子首生陰。 市不産援。 常聖下域雪興初型 下等f天莞 大捕下し b妖|ヨ !上麗、 一 忌者。 効、 大莫不グ士夫尚"康太之筏 淫。 髄亦ぺ 懐督恵之世 言
」 在目実人生「在揚州、 Y帝興初太E 有或至 能苅

巻詩

在背下懇天時、天大社F』京房妖易『 吾早間f相呪官帝女子、 条

在賀天易司在子陰 怨妬l瞭 長女負提 威宅自建佐尤
前後〉間

」 腹夜人空性甚腹其差

流背、下大』妖首、其性在)j裏一

之領乱長作也耐 離失婦叫仙 莫不み宍尚1男寵大畑 此菌事山i一 女川自十語H人i耳豊j道悪帝-L. 

/'. 

将慾宗叫 天下悲円 腹説在、 人生日「 1議州 苅不産主 空品轟。太興事刑
色Zτ玄J関E脳ttz玄弓;¥ 司、

巻同

多生 天甚於女色 2思町内2 

2益P同5o」王上子王整時際 事天下有 子在責陰a 主長鑓古円I有又女 采芝干東早窃向上 有女ヨそ
条

怨故服 下相ま倣究I 士大 太康之主宅 而性尤建 京人兼指有
前亀

在天易時在子陰 其陰 女男或歪夫 男
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{
表
一
ニ
}
三

O
ニ
「
地
中
犬
声
」

〈
津
逮
秘
書
本
巻
一
二
〉

〈
吋
法
苑
珠
林
」
巻
一
一
〉
〈
吋
太
平
広
戸
一
巻
王
五
九
〉
/
〈
吋
来
士
山
』
〉

同
町
内
郡
嬰
鯨
一
脅
元
療
中
、
呉
郡
婁
鯨
懐
巡
回
一
冗
康
中
、
同
一
一
ハ
郡
婁
蘇
懐
瑳
家
J

膏
葱
帝
元
康
中
、
呉
郡
婁
鯨
民

絹
地
中
有
犬
強
路
一
家
、

F

忽
開
地
中
有
犬
子
露
際
。
草
間
地
中
有
犬
欝
鰭
際
。
其
襲
、
上
一
家
、
開
地
中
有
犬
聾
、
掘
視
得
雌

問

k
有
小
裁
、
大
一
£
有
小
婦
、
大
相
一
般
。
活
以
杖
刺
一
有
小
一
類
、
大
矧
娘
。
懐
以
杖
刺
之
、
一
雄
各
一
。
還
置
顔
中
、
語
以
潜
説
。

如
璃
，
以
杖
料
之
、
入
数
一
之
、
人
数
尺
、
貿
如
物
。
乃
掘
視
之
一
一
ス
一
数
一
尺
一
、
良
湖
有
物
。
ぷ
掘
視
、
一
宿
昔
失
所
在
。

J

一
得
犬
子
、
雌
雄
各
て
目
猶
未
開
、
一
之
、
得
犬
、
雌
雄
各
一
、
自
猶
未
開
、
一

ミ

、

弓

3
部
克
一
之
、
専
犬
ア
ア
」
一
'
甲
子
'
?
り
汁
一
ツ
f
j
u
A
d
f
'
:
リ
リ
j
J
J

一

バ
〆
f
7一
一
形
大
於
常
犬
也
。
晴
之
市
食
。
在
一
形
大
於
常
犬
也
。
補
之
而
食
-
左
一

地
雄
各
一
、
目
猶
未
開
形
大
於
一
高
成
佐
観
謡
向
。
長
老
或
云
「
此
名
一
が
成
釦
観
笹
川
。
長
酢
民
一
釦
「
此
各
一

常
犬
。
端
之
市
食
。
左
右
域
住
蹴
一
躍
犬
、
得
之
者
、
令
家
畜
倍
問
。
宜
一
昨
如
、
開
む
者
h
j
b

笠
宮
問
。
酌
合
一

議
。
長
老
或
一
広
「
此
名
摩
犬
、
得
一
首
護
之
J

以
問
問
未
開
、
還
置
鎖
中
、
一
釦
婚
J

以
一
昨
炉
未
開
)
鴨
漣
置
耕
一
町
一

之
者
、
令
-
家
富
畠
。
強
引
開
義
之
。
」
」
覆
以
踏
襲
。
重
間
接
視
、
左
右
無
孔
、
一
佐
此
援
問
配
ん
白
紙
船
内
わ
が
鉱
山
ル
、
一

以
自
未
開
、
選
霞
綴
中
、
諮
以
踏
椛
」
遂
失
所
在
。
嬬
家
積
年
知
山
岳
渦
一
口
問
也
。
一
勧
釦
附
軒
。
昨
夜
税
争
無
他
地
問
情
也
。
一

盟
問
時
枝
被
左
右
無
孔
、
遂
失
所
在
一
対
興
中
、
呉
一
都
府
合
判
又
酎
一
一
一
2
一r
u
h
)
3
3
J
A
F
j
?
?
t
一

活

家

積

年

無

他

禍

埼

一

'iiyu。
式
会
A
守
円
出
火
山
党
議
口
丹
下
小
山

j
Hパ
ー
リ
川
サ
川
立
王
者
に
興
中
、
呉
郡
府
合
又
得
二

一
部
一
一
訟
を
ム
興
中
、
県
郡
太
守
張
一
引
所
称
戸
引
』

1
3
1、

「
一
言
太
培
、
¥
抑
制
ば
吟
問
。
一
物
頭
如
此
。
其
後
太
守
張
茂
扇
呉

惣
、
関
自
恥
…
下
室
、

5
3才

ヨ
自
宅
苛
入
、

d
F
W
V忍
時
間
開
川

w
d噛
J
F
Z。
一
興
寺
殺
。
案
室
鼎
菱
自
「
掘

皆
目
以
下
話
一
昨
日
時
盟
問
問
一
抑
制
民
間
一
吋
紘
一
時
官
民

:
;
i
i一

得

人

名

目

;

無

20」
一

四

時

炉

7
日
「
議
随
一
例
也
o

，

j

t人

名

l
i
t
-掛

川

知

抑

制

克

神

田

姪

之

一

在

;

時

)

一

日
「
瓶
一
地
問
得
判
。
市
川
日
間
部
一
?
?
品
川
問
、
名
呉
、
英
資
九
日
付
、
一
案
戸

Z
町
山
中
有
犬
、
名
一

地
出
張
、
名
臼
邪
抗
出
得
入
、
一
也

J
f量
L
「
千
成
今
日
一
回
一

t
W
4
P
M訂
正

制

一

均

十

前

肝

純

一

時

開

融

伊

輪

一

一

知

百

円

市

治

一

一

一

不

賂

山

山

市

山

刷

、

馬

犬

同

制

也

。

(
Z
m

一

明

一

興

北

川

名

具

、

其

従

…

物

む

の

」

一

ιヒ
i
l
e
i
-
-
j
;
i
i
'
7

明
推
臨
畢
部
百
日
「
千
誠
ギ
肝
、
化

潟
地
位
十
。
路
蛤
得
茂
、
半
時
掲
相
判
。
」

此
皆
悶
築
化
一
以
倒
感
部
成
迫
。
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{
表
四
〕
四
三
七
「
王
国
南
」

〈
津
逮
秘
書
本
巻
一
八
〉
〈
吋
法
苑
珠
林
」
巻
四
一
一
〉
〈
円
太
平
広
毘
巻
西
部
O
〉

〈

吋

宋

士

山

い

〉

規
制
剤
王
芳
疋
始
中
、
中
山
王
中
山
王
国
阿
南
、
正
始
中
潟
襲
邑
鶴
湾
王
芳
制
、
中
山
有
王
間
南
一
税
務
王
正
始
中
、
中
山
王
問
南

周
南
矯
襲
色
一
長
。
忽
有
鼠
従
穴
一
長
。
有
担
従
穴
出
、
在
路
事
上
、
個
翠
時
馬
局
…
襲
疑
邑
一
長
長
。
忽
有
鼠
従
穴
山
出
山
、
一
馬
一
襲m袈
筑
警
口
邑
巴
長
。
有
鼠
従
穴
山
出
山
、
語
日

出、在藤一事掛帯ぜ上、一諮弛甜叩臼「一王十七J

周南、二一

z抗訟
附
臼
「
照
南
、
繭
以
某
月
村
茶
木
臼
嘗
一
日
叩
臼
「
周
南
、
椀
以
某
沼
死
。
J」
周
一
±
「
王
潤
南
、

A

溺
溺
以
某
臼
死
。
J」
南
不
脂
。

爾
以
某
月
某
司
省
"
死
死
oJ」
周
南
告
急
心

往
、
不
路
。
鼠
還
穴
。
後
吏
期
復
一
後
五
期
復
出
、
一
思
冠
隣
自
信
衣
市
一
品
開
一
山
山
田
「
周
南
、
南
以
日
中
死
J

亦
一
語
日
「
周
荷
、
制
日
中
古
死
。
」
苅

出
、
-
吏
沼
横
自
信
衣
前
一
訪
日
「
跨
潟
、
一
日
「
周
南
、
減
日
中
富
死
。
」
田
川
南
一
不
勝
。
鼠
後
人
穴
。
自
適
中
、
鼠
一
不
態
。
鼠
復
入
、
斯
須
弼
出
、
…
池
山

瀬
日
中
嘗
死
。
」
亦
不
服
。
鼠
復
入
一
様
不
路
。
鼠
復
入
穴
、
期
須
復
出
、
一
又
泡
麟
市
出
日
「
周
南
、
出
不
路
、
一
如
向
日
。
適
欲
司
中
、
鼠
入
復
出
、

穴
。
須
一
党
…
復
出
、
出
復
入
、
制
刊
行
一
出
復
入
、
特
行
数
語
如
前
。
日
適
中
、
一
我
何
道
。
」
一
一
一
一
口
制
、
額
腕
前
死
、
郎
一
出
復
入
、
特
弼
敬
語
如
前
。
自
適
中
、

数
諮
如
前
。
日
越
中
、
鼠
復
日
「
周
一
息
復
臼
「
賠
雨
、
対
不
躍
、
我
復
一
失
衣
冠
所
高
。
就
視
之
、
興
常
鼠
一
鼠
日
「
潤
南
、
泌
不
路
、
我
復
何

南
、
…
悶
…
不
鹿
児
吋
我
復
何
道
。
」
一
何
道
。
」
顛
蹴
市
死
、
即
失
(
出
盛
一
明
録
』
)
一
迫
。
」
一
一
一
一
口
組
、
顛
腕
市
死
、
即
失
衣

一
一
一
一
口
一
一
記
、
期
脇
市
死
、
郎
失
衣
冠
所
布
。
一
衣
冠
。
取
拐
、
倶
如
一
冠
。
取
視
、
倶
知
常
鼠
。
案
班
毘
説
、

就

視

之

、

常

鼠

。

一

此

葉

祥

也

Q

是
時
曹
爽
乗
政
、
競

一
潟
比
周
、
故
鼠
作
謹
也
。
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